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資料２－５ 

東京都市計画地区計画 大山駅西地区地区計画の 

原案に対する意見書の要旨 
 

 

東京都市計画大山駅西地区に係る都市計画の原案を令和２年７月６日から２週間、公衆の縦覧

に供したところ、東京都板橋区地区計画等の案の作成手続に関する条例第４条の規定により、３

通３名の意見書の提出があった。意見の要旨及び区の見解は次のとおりである。また、本件都市

計画に関しない参考意見５件の要旨も、参考として併せ記載する。 

※意見書１通の中で複数の意見があるため、通数と件数は一致しない。 

 

 

名 称 意見書の要旨 板橋区の見解 

東京都市 

計画地区 

計画 

 

大山駅西 

地区地区 

計画 

１ 都市計画法第16条第2項により地

区計画の原案に対し提出された

意見 

（１）地区計画の目標などに関する

意見 

大山駅西地区全体のイメージが

あきらかでない。 

【意見数 １件】 

 

 

 

（１）地区計画の目標などに関する意見に

対する区の見解 

地区計画の原案では、地区の目指すべ

き将来像を目標として定めています。 

本地区では、「安心・安全なまちづく

り」、「にぎわいのあるまちづくり」、

「鉄道立体化を見据えたまちづくり」の

３つの目標を掲げており、その実現に向

けて、補助第26号線整備、市街地再開発

事業、東武東上線連続立体交差事業等の

まちづくりを進めています。 

（２）方針附図における地区施設の

設置を検討するエリアに関す

る意見 

地区施設の設置を検討するエリ

アについて、居住者への説明、承

諾、合意が無いまま原案が作成さ

れている。 

【意見数 １件】 

（２）方針附図における地区施設の設置を

検討するエリアに関する意見に対す

る区の見解 

方針附図は、地区計画の目標の内容を

説明するための補足的な図面であり、特

に計画的な住宅市街地の整備又は開発が

必要な地区の範囲、広域的、根幹的な交

通体系の配置の方針などをおおまかに示

すことで、区域内だけでなく周辺との関

係性を表わすものです。 

本地区内の補助第２６号線の北側は、

道路が狭く、建物が密集しているため、
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道路の拡幅等により、防災性の向上を図

ることが必要であると考えています。 

今後の課題として、方針附図に「地区

施設の設置を検討するエリア」を位置づ

け、地区施設の設置の必要性を含めて検

討していきます。 
 

 ２ 都市計画の手続きに関する意見 

（１）区民への周知などに関する意

見 

区民への周知が不十分である。

また、説明会での意見交換の時間

が短い。 

【意見数 ２件】 

 

（１）区民への周知などに関する内容に対

する区の見解 

原案説明会の実施に際しての区民への

周知方法として、地区内の居住者及び土

地・建物所有者を対象に、説明会の開催

案内等をポスティングや郵送で配付して

います。また、地区外の方にも広く周知

するために、広報いたばしやホームペー

ジを活用しています。 

原案説明会は、２日間実施しており、

質疑応答の時間を十分に確保しているも

のと考えています。 

 ３ 参考意見 

（１）道路整備や再開発に関する意

見 

①道路整備や再開発が実行される

と、大山の街を分断・破壊してしま

う。 

【意見数 １件】 

②大山に再開発は相応しくない。 

【意見数 １件】 

（２）その他の意見 

大山のまちの置かれている状況

や社会情勢、区の委員会や審議会

などに関すること。 

【意見数 ３件】 

 

 


